
  
 

情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会（第１０７回）議事概要 

 

１ 日 時 

  令和２年９月２８日（月）１４時０２分～１５時０７分 

 

２ 場 所 

  Ｗｅｂ会議による開催 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

川濵 昇（部会長）、三友 仁志（部会長代理）、大谷 和子、佐藤 治正、

藤井 威生、森 亮二、山下 東子、吉田 裕美子 

（以上８名） 

 

（２）総務省 

川野料金サービス課長、大内料金サービス課企画官、 

田中料金サービス課課長補佐、仲田料金サービス課課長補佐、 

高村サイバーセキュリティ統括官付参事官 

 

（３）事務局 

福田情報流通行政局総務課課長補佐 

 

４ 議 題 

（１）答申事項 

電気通信事業法第２７条の３の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定 

について【諮問第３１３０号】 

 

審議の結果、告示案を修正した上で制定することが適当との答申をした。 

 

【内容】 

本件は、直近の移動電気通信役務の利用者数等を基に見直しを行った結果

を踏まえ、規定の対象となる事業者を指定するための告示を制定するもの。 

 

（２）諮問事項 

ア 電気通信事業法施行規則等の一部改正について【諮問第３１３１号】 

 

審議の結果、本件について総務省において意見募集を２回実施し、提出され

た意見を踏まえ、接続委員会において調査・検討を行うこととした。 

 

 



  
 

【内容】 

本件は、情報通信審議会の一部答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接

続制度の在り方～ＩＰによる相互接続開始に向けた方針整理～」を踏まえた

ＩＰ網への移行過程における音声接続料（光ＩＰ電話）の規定整備及び「接

続料の算定等に関する研究会 第四次報告書」等を踏まえた光サービス卸に

係る届出制度の充実のため、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令

第２５号）等の一部を改正するもの。 

 

イ 電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付金の額及び交付方 

法の認可並びに同法第１１０条第２項の規定による負担金の額及び徴収方

法の認可（ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の

認可並びに負担金の額及び徴収方法の認可）について【諮問第３１３２号】 

 

審議の結果、本件について意見募集を実施し、提出された意見を踏まえ審議

を行うことを決定した。 

 

【内容】 

本件は、電気通信事業法第１６９条第１号の規定に基づき、同法第１０９

条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認可並びに同法第１１０条

第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可について諮問するもの。 

 

（３）報告事項 

ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の令和元年度に 

おける基礎的電気通信役務の提供に係る経営効率化等の報告について 

 

【内容】 

本件は、ＮＴＴ東西の令和元年度における基礎的電気通信役務に係る設備

利用部門の費用の効率化等について、総務省から報告があったもの。 

 

イ 国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第８条第２項に規定する業務

の実施に関する計画の変更について 

 

【内容】 

本件は、情報通信研究機構が行うパスワード設定等に不備のあるＩｏＴ機

器の調査（NOTICE）に関する実施計画の変更について、諮問を要しない軽微

な事項に該当するものの、当該変更により毎月公表している NOTICE調査結果

（検知件数等）に影響を与える事項であることから、総務省から報告があっ

たもの。 

 

 



  
 

本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省ＨＰにおいて公開

しておりますのでご覧ください。 

また、総務省において、閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、下記ま

でご連絡をお願いいたします。 

 

担 当：総務省情報流通行政局総務課審議会係 福田・望木 

電 話：０３－５２５３－５６９４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－５７１４ 

メール：ip-council@soumu.go.jp 
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